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一
地
方
税
制
の
移
り
変
わ
り

1

戦

前

明
治
維
新
当
時
の
租
税
制
度
は
、
お
お
む
ね
徳
川
幕
府
時
代
の
制
度
を
承
継
し
て

お
り
、
地
租
、
小
物
成
、
課
役
の
三
種
か
ら
な
っ
て
い
た
。

小
物
成
と
い
う
の
は
後
年
の
営
業
税
、
雑
種
税
の
前
身
で
あ
り
、
そ
の
種
類
は
一

五
〇
〇
余
に
の
ぼ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
課
役
と
い
う
の
は
労
務
の
提
供
の
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
当
時
は
、
ま
だ
地
方
自
治
体
の
観
念
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
国
税
、
地
方
税
の

区
分
も
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
明
治
八
年
に
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
租
税
が

国
税
と
府
県
税
に
分
け
ら
れ
た
。

な
お
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
府
県
と
市
町
村
の
財
政
は
は
っ
き
り
と
区
分
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
明
治
一
一
年
に
地
方
税
規
則
が
発
布
さ
れ
て
地
方
税
が
設
け
ら

れ
る
と
と
も
に
、
府
県
財
政
と
区
市
町
村
財
政
が
分
離
さ
れ
た
。

地
方
税
の
種
類
と
し
て
は
、
地
租
附
加
税
、
営
業
税
、
雑
種
税
及
び
戸
数
割
の
四

種
類
が
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
地
方
税
規
則
で
、
地
方
税
を
も
っ
て
支
弁
す
べ
き
費
用

が
限
定
列
挙
さ
れ
、
会
計
年
度
は
七
月
か
ら
翌
年
六
月
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

区
町
村
の
税
に
つ
い
て
は
特
に
種
類
や
制
限
は
設
け
ら
れ
ず
、
地
方
税
規
則
で

「
各
町
村
限
及
区
限
ノ
入
費
ハ
其
区
域
内
人
民
ノ
協
議
二
任
せ
地
方
税
ヲ
以
テ
支
弁

ス
ル
ノ
限
二
在
ラ
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
区
町
村
の
協
議
に
よ
っ
て
、
地
価
割
、
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戸
数
割
、
歩
合
金
、
間
口
割
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
慣
習
に
従
っ
て
協
議
費
を

定
め
て
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

明
治
二
一
年
に
は
市
制
町
村
制
が
制
定
さ
れ
、
市
町
村
は
地
方
公
共
団
体
と
し
て

独
立
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
市
町
村
に
課
税
権
が
与

え
ら
れ
、
そ
の
税
目
は
、
国
税
、
府
県
税
に
か
か
る
附
加
税
及
び
直
接
、
間
接
の
特

別
税
と
定
め
ら
れ
た
。

明
治
二
三
年
に
は
府
県
制
が
制
定
さ
れ
、
従
前
か
ら
府
県
の
み
が
課
税
し
て
い
た

地
方
税
は
、
そ
の
名
称
を
府
県
税
と
改
め
た
。

明
治
二
九
年
に
は
日
清
戦
争
後
の
国
費
の
激
増
に
対
処
す
る
た
め
営
業
税
法
が
制

定
さ
れ
、
国
税
営
業
税
と
し
て
四
種
目
が
新
設
さ
れ
た
。
新
設
の
国
税
営
業
税
に
対

し
て
は
一
〇
分
の
二
以
内
の
附
加
税
を
課
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
醤
油
税
、

煙
草
税
な
ど
が
国
税
か
ら
府
県
税
に
委
譲
さ
れ
た
。

大
正
一
五
年
に
は
地
方
税
制
の
大
整
理
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
国

税
、
地
方
税
を
通
じ
国
民
の
負
担
が
増
大
し
た
た
め
、
地
方
に
適
当
な
課
税
客
体
を

与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
①
府
県
税
と
し
て
家
屋
税
が
創
設
さ
れ
市
町
村
は

こ
れ
に
附
加
税
を
賦
課
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
②
府
県
税
で
あ
る
戸
数
割
が
廃
止

さ
れ
、
市
町
村
税
と
し
て
の
戸
数
割
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

更
に
昭
和
一
五
年
に
は
中
央
、
地
方
を
通
ず
る
税
制
の
大
改
正
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
理
由
は
、
昭
和
に
入
り
地
方
財
政
は
歳
出
の
拡
大
要
因
が
強
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
経
済
不
況
の
た
め
税
収
入
が
伸
び
ず
、
こ
の
た
め
地
方
財
政
の
窮
迫
が
問
題
と

な
っ
て
い
た
。
特
に
、
資
本
主
義
の
進
展
に
伴
っ
て
都
市
と
農
村
と
の
経
済
力
に
格

差
が
生
じ
、
農
山
漁
村
に
所
在
す
る
地
方
団
体
の
困
窮
は
は
な
は
だ
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。



こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
税
源
配
分
の
問
題
と
し
て
地
租
及
び
営
業
収
益
税
の
地
方

委
譲
が
論
議
の
的
に
な
っ
て
い
た
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
地
域
に
よ
っ
て
経
済
力
に
格
差
が
あ
る
以
上
、
単
に
国
税

の
税
源
を
地
方
税
に
委
譲
す
る
だ
け
で
は
地
方
財
政
の
問
題
は
解
消
さ
れ
得
な
い
訳

で
あ
り
、
地
方
財
政
を
調
整
す
る
た
め
の
交
付
金
制
度
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
ぎ
れ
た
。

そ
し
て
、
昭
和
一
一
年
に
は
応
急
的
に
臨
時
町
村
財
政
補
給
金
が
交
付
さ
れ
、
翌

年
度
か
ら
は
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置

だ
け
で
は
地
方
財
政
の
困
窮
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
税
制
の
大
改
正
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。

主
な
改
正
点
は
①
収
益
税
で
あ
る
地
租
、
家
屋
税
及
び
営
業
税
を
あ
げ
て
地
方
の

財
源
と
し
た
こ
と
、
②
市
町
村
税
戸
数
割
を
廃
止
し
、
市
町
村
民
税
を
新
設
し
た
こ

と
、
③
目
的
税
制
度
を
整
備
拡
充
し
た
こ
と
等
で
あ
る
。

あ
わ
せ
て
税
源
の
地
域
的
偏
在
を
財
政
的
に
調
整
す
る
た
め
に
地
方
分
与
税
が
創

設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

2

戦

後

戦
後
の
わ
が
国
は
、
民
主
政
治
の
確
立
が
最
大
目
標
と
さ
れ
、
こ
れ
と
表
裏
一
体

を
な
す
も
の
と
し
て
地
方
自
治
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

地
方
自
治
法
の
制
定
を
柱
に
し
て
、
学
校
教
育
六
・
三
制
の
実
施
、
自
治
体
警
察

の
創
設
な
ど
重
要
な
制
度
改
正
が
行
わ
れ
、
地
方
公
共
団
体
は
重
い
責
務
を
負
わ
さ

れ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
財
源
措
置
は
非
常
に
不
十
分
で
財
政
的
に
は
破
綻
に
顕
し

た
状
況
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

税
制
面
で
も
七
割
以
上
が
標
準
税
率
を
超
え
て
課
税
し
、
二
〇
〇
〇
の
地
方
団
体
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が
百
数
十
種
類
に
及
ぶ
法
定
外
の
税
目
を
設
定
す
る
な
ど
地
方
税
制
そ
の
も
の
が
破

綻
し
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
慮
し
た
占
領
軍
は
、
昭
和
二
四
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
シ
ャ
ウ
プ
博
士
を
団
長
と
す
る
使
節
団
を
招
い
て
、
わ
が
国
の
税

財
政
制
度
全
般
に
わ
た
る
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
改
革
案
を
勧
告
し
た
。

こ
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け
て
行
わ
れ
た
の
が
昭
和
二
五
年
の
税
制
改
正
で
あ
り
、

今
日
の
地
方
税
制
度
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
改
正
の
主
な
ね
ら
い
は
、
戦
後
の
民
主
政
治
の
も
と
に
お
け
る
地
方
自
治
の

伸
長
の
た
め
に
、
地
方
団
体
の
財
源
を
豊
か
に
す
る
と
と
も
に
こ
の
財
源
を
自
ら
の

責
任
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
、
地
方
税
の
負
担
の
合
理
化
及
び
均
衡
化
を
図
る
こ

と
の
二
点
で
あ
っ
た
。

市
町
村
税
と
し
て
、
普
通
税
で
は
、
市
町
村
民
税
、
固
定
資
産
税
、
自
転
車
税
、

荷
車
税
、
電
気
ガ
ス
税
、
鉱
産
税
、
木
材
引
取
税
、
広
告
税
、
入
場
税
、
接
客
人
税
、

法
定
外
普
通
税
が
、
目
的
税
で
は
、
水
利
地
益
税
、
共
同
施
設
税
が
定
め
ら
れ
た
。

更
に
、
昭
和
二
九
年
に
は
、
国
に
地
方
制
度
調
査
会
と
税
制
調
査
会
が
新
し
く
設

け
ら
れ
、
両
調
査
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
税
政
、
財
政
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

改
正
の
骨
子
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
わ
が
国
の
実
情
に
添
っ
た
も
の
に
改
正
し
た

も
の
で
市
町
村
税
で
は
、
た
ば
こ
消
費
税
、
国
民
健
康
保
険
税
が
新
設
さ
れ
た
。

ま
た
、
地
方
団
体
の
必
要
最
小
限
の
財
源
を
保
障
す
る
制
度
と
し
て
昭
和
二
五
年

に
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
よ
り
安
定
し
た
財
政
調
整

制
度
と
す
る
た
め
に
改
正
が
行
わ
れ
、
昭
和
二
九
年
か
ら
地
方
交
付
税
と
し
て
発
足

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
後
、
社
会
、
経
済
、
な
ど
の
動
向
に
伴
い
、
地
方
税
法
の
改
正
も
順
次
、
行
わ

五
三
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れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
消
費
税
と
、
関
連

す
る
所
得
減
税
な
ど
国
税
・
地
方
税
の
改
正
は
、
昭
和
二
五
年
の
シ
ャ
ウ
プ
税
制
以

来
の
抜
本
的
改
正
で
あ
っ
た
。
地
方
税
の
う
ち
、
町
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
税
率
構

造
の
緩
和
、
所
得
控
除
の
引
き
上
げ
な
ど
の
減
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
ほ
か
、
木
材

引
取
税
、
電
気
ガ
ス
税
が
昭
和
六
三
年
度
限
り
で
廃
止
さ
れ
、
そ
の
補
填
財
源
と
し

て
消
費
税
が
創
設
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
改
正
は
多
岐
に
わ
た
る
大
幅
な
も
の
で
あ
っ

た
。

二

久
万
町
の
町
税
に
つ
い
て

1

賦
課
徴
収
実
績

昭
和
六
三
年
度
現
在
、
久
万
町
の
町
税
は
普
通
税
と
し
て
町
民
税
(
個
人
、
法
人
)
、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
、
特
別
土
地
保
有
税
、
た
ば
こ
消
費
税
、
電
気
ガ
ス
税
、

木
材
引
取
税
及
び
公
共
団
体
等
の
固
定
資
産
に
係
る
納
付
金
及
び
交
付
金
が
、
目
的

税
と
し
て
国
民
健
康
保
険
税
が
賦
課
、
徴
収
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
町
税
の
賦
課
徴
収
の
状
況
を
示
し
た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。

町
村
合
併
か
ら
二
〇
年
間
に
つ
い
て
は
既
刊
の
記
念
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で

割
愛
し
、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
六
二
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
の
状
況
に
つ
い
て
掲
げ

て
み
た
。

そ
の
特
徴
の
一
つ
は
、
各
年
度
、
各
税
目
と
も
高
い
徴
収
率
を
し
め
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
四
年
に
組
織
さ
れ
て
以
来
、
継

続
し
て
活
動
を
進
め
て
い
る
納
税
組
合
で
あ
り
、
納
税
組
合
の
功
績
は
非
常
に
大
き

い
も
の
が
あ
る
。

特
徴
の
二
つ
目
は
、
経
済
価
値
の
上
昇
に
伴
い
各
税
目
と
も
調
定
額
が
伸
び
て
い

五
四
〇

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
法
人
町
民
税
は
五
三
年
度
に
比
し
、
六
二
年
度
は

四
・
一
倍
と
な
り
、
法
人
数
の
増
加
と
と
も
に
事
業
活
動
の
伸
長
が
み
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

納
付
金
及
び
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
国
の
行
政
改
革
に
沿
っ
て
六
一
年
度
か
ら
日

本
電
信
電
話
公
社
が
、
平
成
元
年
度
か
ら
日
本
国
有
鉄
道
が
民
間
企
業
に
組
織
変
更

さ
れ
た
た
め
、
そ
の
所
有
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
地
方
税
法
に
基
づ
く
固
定
資
産

税
を
課
税
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
振
替
に
よ
る
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

特
別
土
地
保
有
税
は
、
昭
和
四
八
年
の
税
制
改
正
に
よ
っ
て
土
地
の
投
機
的
取
得

を
抑
制
し
、
地
価
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
保
有
土
地
の
放
出
を
ね
ら
い
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
久
万
町
で
は
一
時
期
を
除
い
て
課
税
対
象
と
な
る
土
地
が

皆
無
の
状
況
で
推
移
し
て
い
る
。

木
材
引
取
税
は
、
近
年
の
木
材
不
況
を
反
映
し
て
幼
齢
木
な
ど
低
品
質
の
木
材
に

は
賦
課
し
な
い
と
い
う
昭
和
五
九
年
の
国
の
通
達
措
置
に
従
い
賦
課
し
て
き
た
た
め

調
定
額
の
減
少
を
み
て
い
る
。

各
税
目
を
合
計
す
る
と
、
こ
の
一
〇
年
間
に
調
定
額
は
二
倍
に
伸
び
た
が
、
経
済

価
値
の
上
昇
を
勘
案
す
る
と
平
衡
的
な
賦
課
水
準
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

2

町
税
の
決
算
等
の
状
況

表
は
、
昭
和
五
三
年
度
か
ら
六
二
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
わ
た
る
町
税
の
決
算

等
の
状
況
で
あ
る
。

一
〇
年
間
の
平
均
数
値
を
み
る
と
、
普
通
会
計
歳
入
決
算
額
は
三
一
億
七
七
〇
〇

万
円
で
、
こ
の
う
ち
町
税
収
入
済
額
は
三
億
一
八
〇
〇
万
円
を
示
し
、
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第
五
編

行
政
・
財
政

と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

全
国
的
な
傾
向
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
五
九
年
に
財
団
法
人
地
方
財
務
協
会
が
発
刊
し
た

「
地
方
税
制
の
基
本
的
あ

り
方
に
関
す
る
報
告
書
」

の
資
料
に
そ
の
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
掲
げ
て
み
た
。

全
国
の
市
町
村
三
二
七
人
の
う
ち
、
人
口
一
万
未
満
の
町
村
は
一
四
九
〇
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
町
村
を
税
収
の
割
合
で
み
て
み
る
と
、
一
〇
%
未
満
が
五
〇
・
九
%
で
最

も
多
く
、
一
〇
̃
二
〇
%
が
三
七
・
〇
%
、
二
〇
̃
三
〇
%
が
八
・
二
%
と
続
い
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
久
万
町
の
町
税
は
全
国
的
に
み
て
平
均
的
な
水
準
に
位
置

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

五
四
二

税 年目 度 

合 計 

調定額 収入済額 徴収率 

53 315,141 311,526 98.9 

54 341,266 335,148 98.2 

55 396,634 393,659 99.2 

56 425タ788 417,000 97.9 

57 475,732 467,845 98.3 

58 500,013 490,729 98.1 

59 527,478 520,717 98.7 

60 561,379 552,068 98.3 

61 638,634 626,355 98.1 

62 645タ802 636,788 98.6 

53・-62 比率 

2.0倍 
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